
★完了★ 

佐世保市浄化槽設置補助金申請の手続き 

 

●浄化槽設置届出書の提出 

             ※設置場所が補助金対象区域であるか環境保全課へ確認 

●浄化槽設置補助金交付申請書＊1 の提出(工事着工前)     

   交付決定通知書送付 

●工事実施、完了 

 

           ●浄化槽設置補助金実績報告書＊2 の提出 

              現地調査 

確定通知書送付 

補助金振込 

                                    

 

 

 

 

 

 

 

    

① 浄化槽設置補助金交付申請書(第 1 号様式) 

② 設置届出書写し ※受付印があるもの 

③ 人員算定表 

④ 設置場所位置図 ※明確な地図 

⑤ 見積書 

※浄化槽工事・撤去・宅内配管ごとに内容がわかるように 

⑥ 型式適合認定書別添仕様書及び図面 

⑦ 登録浄化槽管理表(C 票) ※フリガナ確認 

⑧ 登録証 

⑨ 確認書類写し(免許証、住民票等) 

※現住所がわかるもの 

※氏名漢字間違いがないように 

■単独処理浄化槽撤去がある場合は、 

直近の保守点検記録表が必要 

① 浄化槽設置補助金実績報告書(様式第 7 号) 

② 保守点検契約書写し 

③ 清掃契約書写し 

④ 検査依頼書写し 

  ※環境保全課の受付印があるもの 

⑤ 工事請求書又は領収証の写し 

  ※申請時の見積書と同額 

⑥ 保証登録証 ※浄化槽協会にて取得 

⑦ 浄化槽工事完了届出書写し(様式 7 号) 

⑧ 工事写真 

※浄化槽工事・撤去・宅内配管ごとに内容がわかるように 

※完工写真は黒板と登録票または届出済票がわかるように 

⑨ 居住等変更届(第 5 号様式) 

⑩ 住民票写し ※発行日から 3 か月以内 

⑪ 請求書 ※要押印 

※日付は入れない 

⑫ 口座情報(通帳コピー等) 

■単独処理浄化槽撤去がある場合は、 

浄化槽使用廃止届出書(様式第 1 号の 3)が必要 

＊1【交付申請書の必要書類】 

 

＊2【実績報告書の必要書類】 

 

◎

交付決定通知後に申請内容の変更が生じた場合、環境保全課へ確認してください!! 


